
阿蘇いこいの村　特別公演！！　かつき夢二劇団
【昼の部】　開場12：00　開演13：00　　【夜の部】　開場16：00　開演17：00

　
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年

金
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ

り
免
除
・
猶
予
と
な
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。
平
成
26
年
度
（
平
成
26
年
７

月
か
ら
平
成
27
年
６
月
ま
で
の
期

間
）
の
申
請
受
け
付
け
を
７
月
か
ら

開
始
し
ま
し
た
。
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CITY INFORMATION 市 役 所からのお知らせ

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
の

申
請
を
忘
れ
ず
に
！

●
ほ
け
ん
課 

国
保
・
年
金
係　
☎
２
２
‐
３
１
４
５

経

　
ま
た
、
平
成
26
年
４
月
か
ら
申
請

時
点
の
２
年
１
か
月
前
ま
で
の
期
間

に
つ
い
て
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
免
除

を
ご
希
望
の
方
は
お
早
め
に
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。（
学
生
納
付
特

例
も
同
様
）

特 例 免 除

仕事を退職（失業）した人が対象です。申請時
には離職票または雇用保険受給者証などをお持
ちください。

若年者納付猶予制度

３０歳未満の被保険者の人で納付猶予を希望
する人が対象です。

学 生 納 付 特 例

２０歳以上の学生は、在学期間中の保険料の納
付を猶予する「学生納付特例制度」があります。
ご希望の方は、学生証または在学証明書をお持
ちください。

広
告

●�

対
象
者　
障
害
年
金
受
給
者
の
中
で
左
記
に

該
当
す
る
人

▼ 

20
歳
前
に
初
診
日
の
あ
る
障
害
に
よ
り
年
金

を
受
け
て
い
る
人
（
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー

ド
上
２
桁
が
63
の
人
）　

　
例 

年
金
コ
ー
ド
「
６
３
５
０
」

▼ 

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
福
祉
年
金
か
ら

の
移
行(

裁
定
替
え)

に
よ
り
年
金
を
受
け

て
い
る
人
（
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
上
２

桁
が
26
の
人
）　

　
例 

年
金
コ
ー
ド
「
２
６
５
０
」

●
提
出
期
限　
７
月
31
日
木

●�

提
出
先　
市
役
所
ほ
け
ん
課
国
保
・
年
金
係

ま
た
は
各
支
所
市
民
係

※ 

対
象
者
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
７
月
上

旬
ま
で
に
「
現
況
届
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
必
ず
期
限
内
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

提
出
が
遅
れ
る
と
障
害
年
金
の
支
給
が
一
時

停
止
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

障
害
年
金
受
給
者
現
況
届
の

提
出
を
忘
れ
ず
に
！

年
金
届
出
制
度
の
お
知
ら
せ

　
こ
と
し
４
月
か
ら
、
所
在
不
明
の
年
金
受
給

者
に
つ
い
て
所
在
不
明
の
届
け
出
が
義
務
化
さ

れ
ま
し
た
。

　
届
け
出
を
せ
ず
に
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
た

場
合
、
返
納
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

●
届
出
先　
熊
本
東
年
金
事
務
所

　
☎
０
９
６
‐
３
６
７
‐
２
５
０
３
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の
法
律
改
正
に

よ
り
、
平
成
27

年
度
の
軽
自
動
車
税
額

が
下
表
の
よ
う
に
変
わ

り
ま
す
。

　
軽
自
動
車
の
う
ち
13

年
を
経
過
し
た
車
両
に

つ
い
て
は
、
環
境
配
慮

の
た
め
平
成
28
年
度
か

ら
20
㌫
の
税
額
が
加
算

さ
れ
ま
す
。

　
軽
自
動
車
税
額
は
取

得
（
新
規
登
録
検
査
）

の
時
期
で
変
わ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。 来

年
度
か
ら
軽
自
動
車
税
の
額
が
変
わ
り
ま
す

●
税
務
課 

市
民
税
係　
☎
２
２
‐
３
１
４
８

国

車両区分

平成２７年度から 平成 28 年度から

平成 27 年 3 月 31
日以前に取得した
車両（13 年経過車
を除く）の年税額

平成 27 年 4 月 1
日以後に新規登録
検査を受け取得す
る新車の年税額

最初の新規登録
検 査 か ら 13 年
を経過した車両
の年税額

軽自動車 [四輪以上 ]（自家用乗用） 7,200円 10,800円 12,900円
軽自動車 [四輪以上 ]（営業用乗用） 5,500円 6,900円 8,200円
軽自動車 [四輪以上 ]（自家用貨物） 4,000円 5,000円 6,000円
軽自動車 [四輪以上 ]（営業用貨物） 3,000円 3,800円 4,500円

軽自動車 [三輪 ] 3,100円 3,900円 4,600円

● 軽自動車税の年額（平成 27 年度分以降）

● 原動機付自転車及び二輪車・小型特殊車などの税額（平成 27 年度分以降）

車両区分 現在の税額
（H26 年度まで）

改正後の税額
（H27年度から）

二輪（総排気量 250cc 超） 4,000円 6,000円
二輪（総排気量 125cc 超�250cc 以下） 2,400円 3,600円
原付（総排気量 90cc 超�125cc 以下） 1,600円 2,400円
原付（総排気量 50cc 超�90cc 以下） 1,200円 2,000円
原付（総排気量 50cc 以下） 1,000円 2,000円
原付（ミニカー） 2,500円 3,700円
専ら雪上を走行するもの（スノーモビルなど） 2,400円 3,600円
小型特殊車（農耕用トラクター・コンバインなど） 1,600円 2,000円
小型特殊車（その他事業用） 4,700円 5,900円

広
告

※取得の時期にかかわらず平成 27年度課税分から増額されます。
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民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
を
対
象
に
、

医
療
費
の
自
己
負
担
額
を
軽
減
す
る
こ
と
目
的

に
、『
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
利
用
差
額
通
知
書
』
を

７
月
と
１
月
に
送
付
し
ま
す
。

　
こ
の
通
知
は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え

た
場
合
に
薬
代
を
ど
れ
ぐ
ら
い
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る

か
、
そ
の
一
例
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。

　
医
療
費
の
自
己
負
担
額
を
減
ら
す
た
め
に
、
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

CITY INFORMATION 市 役 所からのお知らせ

医
療
費
の
自
己
負
担
額
軽
減
の
た
め
に
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額
通
知
を
開
始
！

●
ほ
け
ん
課 

国
保
・
年
金
係　
☎
２
２
‐
３
１
４
５

国対象者

平成２６年５月に薬の処方を受けた人で、
ジェネリック医薬品に切り替えることによ
り、自己負担額を一定金額以上軽減できると
見込まれる４０歳以上の被保険者です。

ジェネリック医薬品とは

先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に販売
される基本的に先発医薬品と同じ有効成分、
同等の効能、効果をもつ医薬品のことです。
ジェネリック医薬品を希望される場合は、医
師・薬剤師にご相談ください。

　
種
地
域
づ
く
り
団

体
の
活
動
状
況
を

把
握
し
、
地
域
づ
く
り
活

動
に
役
立
つ
情
報
提
供
を

行
う
た
め
、
阿
蘇
市
地
域

づ
く
り
団
体
の
名
簿
を
作

成
し
て
い
ま
す
。（
現
在

32
団
体
が
登
録
済
）

　
業
種
や
会
員
数
・
活
動

範
囲
等
は
一
切
問
い
ま
せ

ん
。
阿
蘇
市
で
活
動
さ
れ

て
い
る
団
体
（
法
人
格
を

有
し
な
い
任
意
団
体
な

ど
）
は
全
て
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
登
録
に
ご
協
力

お
願
い
し
ま
す
。
登
録
手

続
き
に
関
し
て
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
以
下
）
を
ご

確
認
い
た
だ
く
か
観
光
ま

ち
づ
く
り
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

阿
蘇
市
地
域
づ
く
り
団
体
名
簿
の
登
録
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
！

●
観
光
ま
ち
づ
く
り
課 

地
域
振
興
係　
☎
２
２
‐
３
１
７
４

各

登録していただいた団体には・・・

阿蘇市に届いた地域づくりに関する講演会やイベントの案内、各種助成事業等の情
報を提供します。（情報提供は経費削減のためメールで行いますので、メールアドレ
スをお持ちの団体は登録をお願いします。）
※�登録料などは一切発生しません。また、登録者の情報はこの情報提供以外では使
用いたしません。

現在登録している団体の皆さまへ

本市から送られてくる団体名や宛名・住所等に誤りや変更等はありませんか。
もし修正、変更などございましたら観光まちづくり課（℡ 22-3174）までご連絡く
ださい。
※メールアドレスの登録についてのご協力もお願いします。

阿蘇市地域づくり団体



私たちが、
コーディネーターです！
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地域の力を学校教育に。

学校支援ボランティア事業

　
校
支
援
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
事
業
は
、

学
校
・
家
庭
・
地
域
が
一

体
と
な
っ
て
学
校
教
育
を

支
援
す
る
体
制
づ
く
り

と
、
地
域
ぐ
る
み
で
子
ど

も
を
育
て
る
体
制
を
整
え

る
こ
と
を
目
的
に
、
地
域

の
活
性
化
、
学
校
教
育
の

充
実
、
生
涯
学
習
社
会
の

実
現
を
目
指
す
も
の
で

す
。
学
校
の
“
求
め
”
と

地
域
の
“
力
”
を
マ
ッ
チ

ン
グ
さ
せ
た
支
援
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
昨
年
度
は
市
内
12
の
小

中
学
校
で
、
４
２
０
回
、

延
べ
約
１
７
０
０
名
の
地

域
の
方
に
ご
協
力
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
具
体
的
な
支
援
の
内
容

は
、
登
下
校
の
見
守
り
や

読
み
聞
か
せ
、
授
業
（
そ

ろ
ば
ん
、英
会
話
、書
写
、

柔
道
、
郷
土
料
理
な
ど
）

の
補
助
、
花
壇
や
庭
木
の

手
入
れ
、
米
づ
く
り
、
草

原
学
習
、
部
活
動
支
援
な

ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　
学
校
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ

学

ア
事
業
に
は
、
中
学
校
区

毎
に
学
校
支
援
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
方
々
が
い
ま

す
。（
左
写
真
）
学
校
と

地
域
の
皆
さ
ん
を
結
ぶ
仕

事
を
し
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

　
地
域
の
方
々
の
理
解
や

学
校
へ
の
支
援
を
い
た
だ

く
た
め
に
、
今
後
そ
の
活

動
を
広
報
誌
で
定
期
的
に

お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま

す
。

阿蘇中学校区

岩下 邦弘

一の宮中学校区

佐藤 堅正

波野中学校区

大塚 國勝

お土産は
子どもの笑顔と元気

！

教育委員会 社会教育係　☎ 22-3229

広
告


